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税
金
・
保
険
・
年
金

令
和
７
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
」第
4
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係

☎
内
線
３
７
１
７
〜
３
７
２
２

令
和
7
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
４
期
納
期
限
は
10
月
31
日

（
金
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

ペ
イ
ジ
ー
納
付
の
取
引
一
時
停

止
の
お
知
ら
せ（
沖
縄
銀
行
）

問
納
税
課

☎（
８
７
６
）１
２
７
１

沖
縄
銀
行
の
個
人
向
け
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
か
ら
の

ペ
イ
ジ
ー
納
付
が
一
時
的
に
利
用

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

停
止
期
間

10
月
１
日
～
令
和
８

年
３
月
31
日（
予
定
）

▲詳しくは
　こちら

第
三
者
行
為
に
よ
る
ケ
ガ
の
治

療
等
で
国
民
健
康
保
険
を
使

用
す
る
と
き

問
国
民
健
康
保
険
課
給
付
係

☎
内
線
３
７
２
８

交
通
事
故
な
ど
第
三
者（
他
人
）

か
ら
傷
害
を
受
け
た
場
合
で
も
国

保
で
治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

本
来
、第
三
者
行
為
に
よ
る
医
療

費
は
、加
害
者
が
全
額
負
担
す
る
こ

と
が
原
則
で
す
。国
保
が
立
て
替
え
、

あ
と
で
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
の

で
、必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、加
害
者
と
の
示
談
を
済

ま
せ
た
と
き
、勤
務
中
や
通
勤
途
中

で
の
事
故
、不
法
行
為（
飲
酒
運
転

や
無
免
許
）に
よ
る
事
故
は
、国
保

で
治
療
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
証（
有
効
期

限
：令
和
7
年
12
月
1
日
）を

お
持
ち
の
人
へ

問
国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課

係☎
内
線
３
７
２
３

令
和
７
年
12
月
１
日
有
効
期
限

の
保
険
証（
青
色
の
紙
の
保
険
証
）

を
お
持
ち
の
人
を
対
象
に
、令
和
７

年
12
月
２
日
か
ら
有
効
の
新
し
い

「
資
格
確
認
書
」ま
た
は「
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
」を
11
月
上
旬
頃
か
ら

郵
送
し
ま
す
。

※
年
齢
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
健
康
保
険
証
利
用
登
録
の
有
無

に
よ
っ
て
、お
送
り
す
る
も
の
や
時

期
が
異
な
り
ま
す
。

※
令
和
7
年
12
月
2
日
以
降
、紙
の

保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、次
に
該
当
す
る
被
保
険

者
は
国
民
健
康
保
険
課
窓
口
で
の

更
新
が
必
要
で
す
。

●
修
学
特
例（
マ
ル
学
）ま
た
は
遠

隔
地
特
例（
マ
ル
遠
）の
被
保
険
者

更
新
に
必
要
な
も
の
は
、11
月
上
旬

頃
に
通
知
す
る
案
内
文
書
に
て
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
11

時
30
分
、午
後
１
時
～
４
時
30
分

▲詳しくは
　こちら

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

申
請

問
市
民
課

☎（
８
７
６
）１
２
８
４

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、公

的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が

一
定
基
準
以
下
の
年
金
受
給
者
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。支
給
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
書
が
届

き
ま
す
の
で
、必
要
事
項
を
記
入
し

て
日
本
年
金
機
構
へ
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

※
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受

給
中
で
、引
き
続
き
支
給
要
件
を
満

た
し
て
い
る
人
は
手
続
き
不
要
。

な
お
、支
給
要
件
に
該
当
す
る
が

請
求
書
が
届
い
て
い
な
い
人
は
、市

役
所
窓
口
ま
た
は
浦
添
年
金
事
務
所

☎（
８
７
７
）０
３
４
３（
音
声
ガ
イ

ダ
ン
ス
の
後
に
①
→
②
を
押
し
て
く

だ
さ
い
）に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

支
給
基
準
額

月
額
５
４
５
０
円

※
受
給
し
て
い
る
年
金
の
種
類
、保

険
料
納
付
済
期
間
・
免
除
期
間
、障
害

等
級
に
よ
り
増
減
し
ま
す
。

支
給
要
件

①
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者
で
次
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所
得
額

の
合
計
が
90
万
９
0
０
０
円
以
下

（
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ

の
人
は
90
万
6
7
0
0
円
以
下
）

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
中
で
前
年
所
得
が「
４
７
9

万
4
0
0
0
円
＋
扶
養
親
族
の
数

×
38
万
円
」以
下▲詳しくは

　こちら

【
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
か
た

る
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
、

市
役
所
の
職
員
が
、口
座
番
号
や
暗

証
番
号
を
聞
い
た
り
手
数
料
等
の

金
銭
を
要
求
し
た
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

ハ
イ
サ
イ
歯
科
健
診

問
沖
縄
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
事
業
課

☎  （
９
６
３
）８
０
１
３

沖
縄
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
、ハ
イ
サ
イ
歯
科
健
診
を
実

施
し
て
い
ま
す
。お
手
元
に
ハ
イ
サ

イ
歯
科
健
診
の
受
診
券（
８
月
下
旬

に
発
送
）が
届
い
た
人
は
、受
診
券
に

記
載
さ
れ
た
歯
科
医
院
に
電
話
予
約

の
上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間

令
和
7
年
９
月
１
日
か
ら
令

和
８
年
１
月
31
日

対
象
者

市
内
在
住
の
令
和
７
年
４

月
１
日
時
点
で
75
歳
か
ら
79
歳
の
被

保
険
者（
た
だ
し
、要
介
護
１
か
ら
５

の
人
、施
設
に
入
所
中
の
人
、長
期
入

院
者
を
除
く
）

費
用

無
償（
受
診
期
間
内
１
回
限

り
）住

ま
い
の
総
合
相
談
窓
口

問
住
ま
い
総
合
相
談
窓
口（
沖
縄

県
住
宅
供
給
公
社
内
）

☎  （
９
１
７
）２
４
３
３

賃
貸
借
契
約
、土
地
・
建
物
の
売

買
、請
負
工
事
の
契
約
関
連
ト
ラ

ブ
ル
な
ど
、住
ま
い
に
関
す
る
問
題

で
お
困
り
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
時
間

平
日
の
午
前
９
時
〜
午

後
５
時（
正
午
〜
午
後
１
時
は
除
く
）

浄
化
槽
の
維
持
管
理

問
環
境
保
全
課

☎  （
８
７
６
）１
２
５
０

浄
化
槽
は
、家
庭
か
ら
出
る
汚
水

を
キ
レ
イ
な
水
に
変
え
る
装
置
で

す
。水
洗
ト
イ
レ
で
下
水
道
に
接
続

し
て
い
な
い
家（
接
続
し
て
い
る
場

合
は
下
水
道
料
金
が
発
生
し
ま
す
）

は
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
ま
す
。し

か
し
、維
持
管
理
を
怠
る
と
浄
化
槽

の
機
能
が
低
下
し
て
臭
い
が
出
た

り
、最
悪
の
場
合
あ
ふ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。そ
の
た
め
、「
年
に
一
回
以
上

は
汲
み
取
り
を
」「
年
に
一
回
は
法

定
検
査
を
」後
述
す
る
業
者
に
必
ず

依
頼
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ク
レ
ー（
女
性
専
用
）

○
ワ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
グ
沖
縄

【
ア
ク
ア
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
く
ら
ぶ

（
水
中
運
動
）】

〇
ガ
ル
フ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
牧
港

【
生
き
い
き
健
康
ク
ラ
ブ
】

週
に
１
回
公
民
館
等
で
体
操
や

脳
ト
レ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
の
元
気
を
保
つ
内
容
が
満
載
で

す
。ま
ず
は
体
験
見
学
の
申
し
込
み

を
！
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

受
付

随
時（
10
月
か
ら
参
加
可
能
）

対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、歩
行
・
ト
イ
レ
が
自
立
し
、内

服
の
自
己
管
理
が
で
き
る
こ
と
。

費
用

１
回
あ
た
り
１
０
０
円

場
所

各
公
民
館
等（
31
か
所
）

※
実
施
場
所
に
よ
っ
て
実
施
日
や

実
施
内
容
が
異
な
り
ま
す
。

障
が
い
者
等
へ
の
給
付
事
業

問
障
が
い
福
祉
課

☎  （
８
７
６
）１
７
０
９

◆
浦
添
市
障
が
い
者
等
日
常
生
活

用
具
給
付
事
業

障
が
い
者
等
の
日
常
生
活
の
便

宜
を
図
る
た
め
、日
常
生
活
用
具
を

給
付
し
て
い
ま
す
。購
入
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。ま
ず
は
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
対
象
者
本
人
等
の
収
入
に
応
じ

て
、購
入
費
用
の
一
部
負
担
が
あ
り

ま
す
。

◆
障
が
い
者
等
補
装
具
費
支
給
制
度

身
体
障
が
い
者（
児
）お
よ
び
難

病
患
者
等
の
失
わ
れ
た
身
体
機
能

を
補
完
ま
た
は
代
替
す
る
用
具
の

購
入
・
修
理
に
か
か
る
費
用
の
助
成

※
郵
送
の
場
合
は
、
11
月
10
日（
月
）

～
21
日（
金
）当
日
消
印
有
効

※
申
し
込
み
に
は
、資
格
要
件
が
あ

り
ま
す
。『
募
集
の
し
お
り
』を
よ
く

読
ん
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
市
の「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言

証
明
書
」の
交
付
を
受
け
た
人
も
申

し
込
み
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

介
護
予
防
教
室
に
参
加
し
元
気

な
高
齢
者
を
目
指
し
ま
し
ょ
う

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  （
８
７
６
）１
２
９
２

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト

レ
）・
ア
ク
ア
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
く
ら

ぶ（
水
中
運
動
）】

11
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
り
開
催
日
時

や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
、初
め
て
の
人
を
優
先
。

申
込
方
法

い
き
い
き
高
齢
支
援

課
に
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
込

書
を
記
入
。

申
込
期
間

10
月
17
日（
金
）ま
で

受
講
期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

そ
の
他

各
教
室
定
員
に
達
し
次

第
受
け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

※
健
康
状
態
に
よ
っ
て
は
、医
師
に

よ
る
診
療
情
報
提
供
書
の
提
出
や

参
加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

場
所
【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ

（
筋
ト
レ
）】

○
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

○
カ
ー
ブ
ス
浦
添
宮
城
、浦
添
バ
ー

付
近
住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い

た
め
に
も
、浄
化
槽
の
維
持
管
理
を

き
ち
ん
と
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

◆
法
定
検
査
機
関

（
社
）沖
縄
県
環
境
整
備
協
会

☎（
８
３
５
）８
８
３
３

◆
汲
み
取
り
業
者
・
許
可
業
者

許
可
業
者
①
▼
山
川

☎
０
９
０（
３
３
２
８
）９
７
３
８

許
可
業
者
②
▼（
株
）イ
チ
ゴ

☎（
８
７
５
）０
８
０
１

◆
し
尿
・
浄
化
槽
に
つ
い
て
の
相
談

浦
添
市
環
境
保
全
課

浦
添
市
営
住
宅
空
き
家
待
ち

入
居
候
補
者
募
集

問
沖
縄
県
住
宅
供
給
公
社

☎  （
９
１
７
）２
２
０
６

市
営
住
宅
の
空
き
家
待
ち
入
居

候
補
者
の
募
集
を
行
い
ま
す
。

※
令
和
8
年
度
に
発
生
す
る
空
き

家
を
見
込
ん
で
入
居
順
位
を
決
め

る
も
の
で
、現
在
空
い
て
い
る
住
戸

を
募
集
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

募
集
す
る
住
宅

内
間
市
営
住
宅
・

前
田
市
営
住
宅
・
安
波
茶
市
営
住
宅

『
募
集
の
し
お
り
』配
布
期
間
お
よ

び
配
布
場
所

11
月
10
日（
月
）～
21
日（
金
）市

役
所
１
階
総
合
案
内
お
よ
び
５
階

建
築
営
繕
課
で
配
布
し
ま
す
。

入
居
申
込
受
付
期
間

11
月
17
日（
月
）～
21
日（
金
）市

役
所
議
会
棟
１
０
２
会
議
室
で
、直

接
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。午

前
９
時
～
午
後
４
時
30
分（
正
午
～

午
後
１
時
を
除
く
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。購
入
・
修
理
前

に
申
請
が
必
要
で
す
。ま
ず
は
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
対
象
者
本
人
等
の
収
入
に
応
じ

て
、購
入
費
用
の
一
部
負
担
が
あ
り

ま
す
。

◆
浦
添
市
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児

童
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

在
宅
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
児
童
に

対
し
、日
常
生
活
の
便
宜
お
よ
び
家

族
等
の
介
護
負
担
の
軽
減
を
図
る

た
め
、日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
て

い
ま
す
。購
入
前
に
申
請
が
必
要
で

す
。ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
の
収
入
に
応
じ
て
購
入
費

用
の
一
部
負
担
が
あ
り
ま
す
。

※
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助

成
制
度
に
つ
い
て
は
、沖
縄
県
南
部

保
健
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
☎（
8
6
6
）2
2
1
5

◆
浦
添
市
重
度
身
体
障
害
者
住
宅

改
造
費
助
成
事
業

在
宅
の
重
度
身
体
障
が
い
者
等

に
対
し
て
、障
が
い
者
の
住
居
に
適

す
る
よ
う
住
宅
を
改
造
す
る
費
用

の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

障
が
い
者
の
自
立
促
進
お
よ
び
家

族
の
介
護
負
担
の
軽
減
を
図
る
事

業
で
す
。

対
象
者

次
の
全
て
の
要
件
を
満

た
す
人

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
未

満
の
人
②
身
体
障
害
者
手
帳
の
１

級
ま
た
は
２
級
の
交
付
を
受
け
た

人
で
、下
肢
障
害
、体
幹
機
能
障
害

ま
た
は
視
覚
障
害
を
有
す
る
人
③

生
活
保
護
世
帯
ま
た
は
市
町
村
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
④
住
宅
の
改

造
等
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
世
帯
の
人

◆
浦
添
市
重
度
障
害
者
紙
お
む
つ

支
給
事
業

常
時
紙
お
む
つ
を
必
要
と
し
て

い
る
在
宅
の
重
度
障
が
い
者
に
対
し
、

紙
お
む
つ
を
支
給
す
る
こ
と
で
、生

活
の
質
の
向
上
と
介
護
者
の
経
済
的

負
担
の
軽
減
を
図
る
事
業
で
す
。

対
象
者

次
の
全
て
の
要
件
を
満

た
す
人

①
市
内
に
住
所
を
有
し
、常
時
紙
お

む
つ
を
使
用
し
て
い
る
3
歳
か
ら

65
歳
未
満
の
人
②
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付
を
受

け
た
人
③
身
体
障
が
い
者
と
生
計

を
一
に
す
る
世
帯
の
扶
養
義
務
者

（
配
偶
者
お
よ
び
父
母
）が
生
活
保

護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
、市
町
村

民
税
非
課
税
世
帯
の
人
④
他
制
度

で
紙
お
む
つ
の
支
給
を
受
け
て
い

な
い
人

水
道
料
金
・下
水
道
使
用
料
改

定
お
よ
び
水
道
料
金
減
免
の
お

知
ら
せ

問
上
下
水
道
部
経
営
企
画
室

☎  （
８
７
７
）０
４
２
４

改
定
に
つ
い
て

令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
値
上

げ
し
ま
し
た
。

適
用
に
つ
い
て

●
７
月
よ
り
前
か
ら
継
続
使
用
し

て
い
る
人
…
９
月
検
針
分（
10
月
請

求
分
）以
降
か
ら

●
７
月
以
降
か
ら
使
用
開
始
し
た

人
…
使
用
開
始
初
回
検
針
分
か
ら

減
免
に
つ
い
て

令
和
７
年
７
月
分
か
ら
令
和
８
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